
施設状況票【特別養護老人ホーム】 記入要領
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施設状況票では、施設の概要、利用者の利用状況、職種別の従事者の状況等について、ご報告い
ただきます。

施設状況票のExcelファイルはマクロを含んでいますので、初めにマクロを有効化してご使用ください。

入力前に「施設状況票入力にあたってのお願い」 （赤枠①）の内容をご確認ください。また、設問ご
とに入力セルの横や項目名の横に注釈（赤枠②）を記載していますので、併せてご参照ください。

施設の状況をご確認の上、入力欄（太枠内）を入力してください。薄いオレンジ色のセルが入力可
能なセルです。また、セルのコピーアンドペースト（貼り付け）を使用するとファイルが使用できなくなる場
合がありますのでご注意ください。

１．施設の概要
一つの特養において「従来型」と「ユニット型」を併設し、サービス区分が異なっている場合は、異なる施
設とみなしますので、「従来型」と「ユニット型」のそれぞれの施設状況票を作成してください。

[介護保険事業所番号]
介護保険事業所番号（10桁）を入力してください。（赤枠③）
＊介護保険事業所番号は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで検索できます。

[期中の開設・廃止等]
期中に開設、休止、廃止、譲渡した場合のみ、選択肢から選んで入力してください。重複する場合は、
選択肢の数字が大きいものを優先して入力してください。
（例）期中に開設し、譲渡した場合は、「４」譲渡と入力します。

２．利用状況
[定員の変更（年度内）] 
年度内に定員を複数回変更した場合は、直近の変更時期を入力してください。

【定員と年間延べ利用者数】
[ユニット数]
ユニット型特養の場合は、ユニット数を入力してください。※1ユニット当たりの人数ではありません。

[定員] 
[定員の変更（年度内）]にて「１」を入力している場合は、 [当初（期首）]に加えて[変更後
（期末）]の欄を入力してください。このとき、定員を変更していない部分（入力例では「従来型個
室」）についても[当初（期首）]と[変更後（期末）]を入力してください。（赤枠④）

[延べ利用者数（年間利用日数）]
＜延べ利用者数の算出方法＞
（例）会計期間中、Aさんが100日利用、Bさんが150日利用 → 100+150=250 と計算します。

・利用中の外泊や入院等の日数は、延べ利用者数の計算から除外してください。また、同一日中に利
用者の入退所が重なった場合、入所と退所の両方を、延べ利用者数の計算に含めてください。

・介護保険対象外の利用者および認定切り替え等により介護度別に計算できない利用者は「その他」
として計算してください。

【入力例】
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【施設に特徴的な項目】

人 回

1 人

【その他】

円 円

円

％

３．加算等の状況
加算の算定状況について伺います。会計期間内に算定した実績があるもの全てに「1」を入力してください（プルダウンによる入力も可能）。

年度末（決算月末）における待機登録者数（実人数） 120 入所判定委員会開催回数（年） 12

看取り体制の整備状況
※看取りの実施や看取り介護加算が取得できる体制等が整っている場合は「1」を入力してください。
対応実績がある場合は右の実績人数欄に実人数を入力してください。

実績人数 23

日常生活継続支援加算（Ⅰ） 1 日常生活継続支援加算（Ⅱ） 看護体制加算（Ⅰ）イ

介護給付費以外の利用者の実費負担

食費（1日あたり） 1,500 居住費（1日あたり） 2,300
※運営規程等で定められていない場合は
平均的な金額を入力してください。

その他（1日あたり） 1,000

延べ利用者数における利用者負担額４段階以上の割合

看護体制加算（Ⅰ）ロ 看護体制加算（Ⅱ）イ 看護体制加算（Ⅱ）ロ

16.0

加算の算定なし ※加算を算定していない場合は、「加算の算定なし」をお選びください。

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ 夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ

夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ 1 夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 1 個別機能訓練加算（Ⅰ）

夜勤職員配置加算（Ⅳ）イ 夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ 準ユニットケア加算

若年性認知症入所者受入加算 初期加算 再入所時栄養連携加算

個別機能訓練加算（Ⅱ） 1 ADL維持等加算（Ⅰ） ADL維持等加算（Ⅱ）

退所後訪問相談援助加算 退所時相談援助加算 退所前連携加算

障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 障害者生活支援体制加算(Ⅱ) 退所前訪問相談援助加算

経口維持加算（Ⅱ） 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 1

栄養マネジメント強化加算 経口移行加算 経口維持加算（Ⅰ）

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日以前31日以上45日以下）

1
看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日以前4日以上30日以下）

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日前日及び前々日）

療養食加算
配置医師緊急時対応加算
（早朝・夜間）

配置医師緊急時対応加算
（深夜）

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日前日及び前々日）

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日）

在宅復帰支援機能加算

看取り介護加算（Ⅰ）
（死亡日）

看取り介護加算（Ⅱ）
（死亡日以前31日以上45日以下）

看取り介護加算（Ⅱ）
(死亡日以前4日以上30日以下)

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

在宅・入所相互利用加算 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 認知症専門ケア加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅲ） 排せつ支援加算（Ⅳ） 自立支援促進加算

褥瘡マネジメント加算（Ⅲ） 排せつ支援加算（Ⅰ） 排せつ支援加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 1 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 安全対策体制加算

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 1 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

【その他】
[食費（1日あたり）]・[居住費（1日あたり）]・[その他（1日あたり）]
運営規程等に定めている場合は規定する金額、定めがない場合は平均的な金額を入力してください。
（定めがない場合の計算例) 食費（1日あたり）＝会計期間内の食費合計÷年間延べ利用者数

３．加算等の状況
会計期間内に算定した実績があるもの全てに「1」を入力してください。加算を算定していない場合は、
[加算の算定なし]に「1」を入力してください。プルダウンによる入力も可能です。
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４．従事者の状況
従事者の状況について伺います。会計期間内の10月1日時点の状況を入力してください（小数点第一位まで）。派遣職員等の常勤換算には業務委託による従事者を含みます。

５．委託の状況
委託の状況について伺います。該当するもの全てに「1」を入力してください（プルダウンによる入力も可能）。業務委託を利用していない場合は、「委託なし」をお選びください。

1 1

主 な 職 種 の 内 訳
常勤職員
（a）

非常勤職員の
常勤換算（b）

派遣職員等の
常勤換算（c）

1.0

医 師
（ 嘱 託 医 は 除 く ）

0.0 （ う ち 理 学 療 法 士 ） 0.5

施 設 長 0.7 0.7 機 能 訓 練 指 導 員 1.0

0.5

0.5

看 護 師 等 3.5 3.5 （ う ち 言 語 聴 覚 士 ） 0.0

生 活 相 談 員 0.5 0.5 （ う ち 作 業 療 法 士 ） 0.5

0.0

（ う ち 介 護 福 祉 士 ） 20.0 20.0 介 護 支 援 専 門 員 0.5 0.5 1.0

介 護 職 員 33.0 8.0 2.0 43.0 （ う ち 看 護 師 ）

0.0 合 計 40.4 9.5 2.0

0.0

栄 養 士 1.0 1.0 そ の 他 0.0

事 務 員 1.2 1.2 宿 直

委託なし

注）「労務管理」は、給与計算、勤怠管理、就業規則の作成等の業務を委託している場合、「会計・請求」は決算業務、介護給付費の請求等の業務を委託している場合が該当します。

51.9

給食業務
（全面委託）

給食業務
（一部委託）

清掃 洗濯 送迎 宿直 労務管理 会計・請求 その他

合計
（a）+（b）+（c）

主 な 職 種 の 内 訳
常勤職員
（a）

非常勤職員の
常勤換算（b）

派遣職員等の
常勤換算（c）

合計
（a）+（b）+（c）

調 理 員

４．従事者の状況
10月1日時点の状況を入力してください。会計期間内に10月1日が無い場合は、期末の人数を用い
てください。

複数施設（事業）で勤務している、または同一施設（事業）で複数の職種を兼任している職員がい
る場合は、従事者の重複が生じないよう、勤務時間や人件費等を用いて按分します（詳細は別欄の「従
事者の按分について」をご覧ください）。

[医師]
嘱託医は含めません。

[調理員]
給食業務を委託している場合（調理員が委託業者の従事者）は空欄にしてください。（赤枠⑤）

[機能訓練指導員]
有資格者についてその内訳を入力してください。

[宿直]
宿直業務にのみ従事している職員の数を入力してください。

５．委託の状況
業務委託を利用しているもの全てに「1」を入力してください。業務委託を利用していない場合は [委託
なし]に「1」を入力してください。

[給食業務（全面委託）]・ [給食業務（一部委託）]
献立作成や食材の仕入れ等、給食業務の全てを委託している場合は[給食業務（全面委託）]を選
択してください。調理員が委託業者の従事者の場合は、４．従事者の状況の[調理員]が空欄となって
いることを確認してください。（赤枠⑤）

[労務管理]
給与計算、勤怠管理、就業規則の作成等の業務を委託している場合が該当します。

[会計・請求]
決算業務、介護給付費等の請求等の業務を委託している場合が該当します。

従事者の按分について
１週間あたりの総勤務時間を分母とし、各施設の総勤務時間を分子として勤務時間の按分を行います。
例：Aさん（１週間あたりの総勤務時間40時間）が、①特別養護老人ホーム（28時間）、②認知症高齢者グ
ループホーム（８時間）、③通所介護（４時間）の [施設長]（管理者）を兼務していた場合。

☞特別養護老人ホームの28時間÷１週間あたりの総労働時間40時間＝0.7 から、特別養護老人ホームの
[ 常勤職員(a) ] は0.7になります。（赤枠⑥）

⑥

⑤
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